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＊厚生労働省

・学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供の実施状況について（3月4日）
学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供の実施状況について調査を行い、その結果を別添のとおりとりまとめ、地方公共団体等に通知することになりました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000013x58.html
・「民法等の一部を改正する法律案」の国会提出が閣議決定（3月9日）
法務省と厚生労働省は、共同で「民法等の一部を改正する法律案」の国会提出について閣議に付議し、３月４日（金）に閣議決定されました

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv43/index.html
＊内閣府男女共同参画局

・第53回　女性に対する暴力に関する専門調査会　開催状況及び会議資料（3月16日）
http://www8.cao.go.jp/gender/news/danjo-kaigi/boryoku/sidai/bo53-s.html
<参考情報>
※次の連絡先は、パープルダイヤルが終了しても継続して相談を受け付けています。

■配偶者からの暴力(DV) 

・配偶者からの暴力(DV) 被害者支援情報：http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html 

・DV相談ナビ：0570-0-55210 

・配偶者暴力相談支援センター(携帯電話サイト)

 ：  http://www.gender.go.jp/e-vaw/keitai/soudan/DV_center.html 

■性犯罪に係る被害や捜査に関する相談 

相談電話設置一覧表：http://www.npa.go.jp/consultation/sousa1/index.htm
各都道府県警察では、「性犯罪被害110番」や「性犯罪被害者相談コーナー」などを設置し、女性の警察官等が相談に応じています。

■その他の女性に対する人権侵害の相談窓口（法務局・地方法務局） 

※受付時間は、平日8時30分から17時15分までとなります。
常設相談所：http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html 

女性の人権ホットライン 全国共通電話番号：0570-070-810 
· 警察庁
・平成22年中における自殺の概要資料（3月3日）

http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/H22jisatsunogaiyou.pdf
＊読売新聞
・緊急連載　学校と震災 

（１）引き取り下校　大幅遅れ （3月17日） 
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20110317-OYT8T00252.htm

（２）遠足　安否確認が難航 （3月18日）
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20110318-OYT8T00183.htm
（３）「帰宅難民」に校舎開放 （3月19日）
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20110319-OYT8T00205.htm
（４）校内泊に追われた私立 （3月23日）
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20110323-OYT8T00230.htm
（５）天井や壁　耐震に遅れ （3月24日）
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20110324-OYT8T00178.htm
（６）年１１回訓練　冷静に避難 （3月25日）
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20110325-OYT8T00174.htm
（７）授業再開が心癒やす （3月26日）
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20110326-OYT8T00179.htm
（８）引率先　想定外の足止め（3月30日）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20110330-OYT8T00152.htm
（９）通学路でも避難訓練を（3月31日）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20110331-OYT8T00178.htm
・震災映像　子どもに不安感（3月23日）

津波で家や車が流される様子や、原発事故など、生々しい映像が繰り返しテレビで放映されている。「子どもには衝撃が強すぎるのでは」と心配になる親は多い。
　テレビの視聴を控えながら情報収集し、子どもとスキンシップを図ることを心がけたい。

　「抱っこ、抱っこ」――。東京都内に住む３歳の双子の兄弟は１１日の地震以来、テレビの速報の音などに泣いたり、抱っこをせがんだりと敏感に反応するようになった。

　自宅マンションのエレベーターの中で、父親（３１）と一緒にいたところ、突然真っ暗になり、大きな揺れが襲った。その後、子どもは地震関連のニュース映像を怖がるようになった。父親は「情報収集は欠かせないが、恐怖を経験した子どもに映像はショックが大きいかも」と心配する。

　日本小児科医会の「子どもの心」対策部担当常任理事で小児科医の内海裕美さんは「幼児が、災害の映像を繰り返し見ると、自分の身にも何かが起きるのではと不安になる」と指摘。視聴を控えるようにアドバイスする。

　テレビで情報収集するなら、時間を限って親子で一緒に見るか、子どもが寝た後にする。また、子どもが興奮しないように就寝前の視聴は避ける。計画停電や電車の運行に関する最新情報は、イヤホンをつけてラジオを聞くか、インターネットで確認する。

　被災地の映像に、「何があったの？」など子どもが説明を求めてきたら、丁寧に答える。「みんな頑張ってるから大丈夫」などと安心させる言葉掛けを必ず加える。小中学生なら、節電や寄付など、家族でできることを一緒に考えてもいい。親が恐怖や不安の表情を見せると、子どもは不安になる。大人は子どもが安心できる雰囲気を作りたい。

　同会のホームページ（http://jpa.umin.jp/kokoro.html）では、心の傷を受けた子どものサインや、大人の対応方法をまとめた「子どもの心のケアのために」を掲載。心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）の予防を呼びかける。

　寝付きが悪い、食欲不振、体調不良など症状が表れることもあるが、「地震直後の反応としては当たり前」と内海さん。「睡眠や食事、遊びなど、子どもの日常を保つ工夫をしましょう。外遊びができなくても、手遊びやかるた、家の手伝いなど大人とのふれあいを大切に。ギュッと抱きしめたり、握手をしたり、スキンシップを多くしてください」と呼びかける。

◎

　今回の報道を、防災教育へ役立てる試みもある。

　京都市の私立若林保育園では地震後の１４日、５歳児クラスの１４人に、保育士が震災の起きた日に何があったかを質問した。子どもたちは次々に手を挙げ、「地震があった」「津波で車が流れてた」と発言。その後、保育士は園児に、水や食料、電気を大切に使うことなどを呼びかけた。

　兵庫県の六甲カウンセリング研究所所長の井上敏明さんは「地震が起きた場合、自分が住む地域でどんな被害が予想され、どう対応すればいいかなど、親子で防災について考え、絆を深めるきっかけにしてほしい」と話している。

 http://www.yomiuri.co.jp/komachi/childcare/cnews/20110323-OYT8T00170.htm
＊朝日新聞

・児童相談所の７割超、指針通り情報提供求めず（3月4日）
児童虐待を受けた子どもを守るための情報共有策について、厚生労働省と文部科学省が定めた指針通りの文書による情報提供を求めていない児童相談所が７５％、市区町村でも６５％に上ることが分かった。両省がすべての市区町村と児相の状況を調べ、４日公表した。厚労省は「指針通り進めていくよう働きかけたい」（担当者）としている。 
　指針では、市区町村や児相は、虐待被害を受けた子どもが通う保育所や小中学校などに対し、毎月１回程度文書で出欠状況などの情報提供を求める必要がある。東京都江戸川区で起きた虐待死事件を受けて、昨年３月に定められた。 

　厚労、文科の両省は、昨年１０月１日までの１７５０市区町村と２０５児相の実施状況を調査。指針通り実施したのは２７９市区町村（１６％）、２６児相（１３％）にとどまる。指針を守っていない所は、口頭だけだったり、「準備中」と回答したりした。対象となる子どもがいない所もある。 

http://www.asahi.com/national/update/0304/TKY201103040465.html
· 毎日新聞
殺さないで　親権見直し

・１　「制度改正で救えたはず」（3月2日）
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110302ddm041040061000c.html
・２　必要な手術のために（3月3日）
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110303ddm012040064000c.html
・３　「隠れた傷」根深く（3月5日）

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110305ddm012040013000c.html
・４　放浪する「裸」の未成年（3月6日）

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110306ddm041040060000c.html
・５　ほんろうされ続け（3月7日）

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110307ddm041040058000c.html
・子育てパパの働き方：ＣＳＲとしてのイクメン支援＝小崎恭弘（3月7日）
　私は日本初の父親支援のＮＰＯ「ファザーリング・ジャパン」（ＦＪ）の理事を務めています。発足４年目ですが、最近、会員が急増しています。イクメンブームの影響もあるようです。同時に法人会員が増えて、１８社がＦＪの趣旨に賛同し、いろいろな事に取り組んでいます。

　法人会員の立場はさまざまです。父親をビジネスのターゲットとしている企業もあります。従来、父親は子育てでは２番目のポジション。「遅れてきた親」と揶揄（やゆ）されることもありました。服やおもちゃで、ママと子どものペアが目立ち、ペアルックも「ママと子ども」が一般的でした。しかし、最近は育児にかかわる父親が増え、「父親育児グッズ」が登場し、「父子消費」の視点も出てきました。「パパと子どものペアルック」や通信販売も登場。父親の存在がクローズアップされています。

　一方、ＣＳＲ（企業の社会的責任）として、父親の育児をとらえる企業もあります。ＦＪの法人会員、ダンロップホームプロダクツは「ワン・ペア・フォー・ワン・ラブ」をコンセプトに天然ゴムで作った手袋を１組購入すると、ＦＪに１円寄付される仕組みを作りました。「コーズ・リレイテッド・マーケティング」と呼ばれる寄付の新手法です。家族の「きずな」を手袋の基本コンセプトとし、コンセプトと一致するＮＰＯ活動に寄付。消費者の「いい事・ものに対する購買意欲」を活性化するものです。これには企業の社会貢献の意欲が強く表れています。

　企業は社会の安定や繁栄があり、初めて活動できます。しかし近年、マクロ的な視点で我が国を見た時、大きな不安を感じます。急激な少子化や晩婚・未婚化、児童虐待の増加や少年犯罪の低年齢化など、家族や将来を支える子どもの育ちの状況が急激に悪化しています。これを何とかしたいという思いや、企業の理念として社会貢献の意義が強調されています。企業が単に利益を求めるだけでは、社会の変化に対応できないばかりか、社会的な信用も得られません。今後「経済活動から社会活動」との流れが進み、企業の社会貢献は活発化すると期待しています。（神戸常盤大短大学部准教授）

http://mainichi.jp/life/edu/news/20110307ddm013100026000c.html
· 産経新聞
・子供のストレス障害に注意　「大人が安心させてあげて」（3月20日）
　東日本大震災から１０日が経過し、被災地の避難所や病院では、発熱や嘔（おう）吐（と）といった体調不良を訴える子供が増えているが、大震災による「急性ストレス障害」の可能性が高いと指摘する声もある。見えない心の傷を負った子供たちにどう接すればいいのか。

　「恐怖体験やショック、環境の変化から急性ストレス障害になるのは当たり前だ。周囲の大人が『大丈夫だよ』と言って安心させてあげることが大切」

　こども心身医療研究所（大阪市）の冨田和巳所長はこう指摘する。

　冨田所長によると、急性ストレス障害では、頭痛や嘔吐、下痢、発熱といった風邪と似た症状が表れるため、「小児科を受診して風邪薬や解熱剤を処方されるケースもある」という。

　ゼロ歳児でも、母親や周囲の大人の不安定な精神状態を鋭敏に感じ取り、床に頭を打ち付けたり、髪の毛が抜けたりするなど、ストレス障害の症状が出ることもある。

　冨田所長は「親や先生などがしっかりした姿をみせることが予防、改善への一番いい方法」と訴え、一方で、今後の課題として「多くの震災孤児を誰がケアするのか」を挙げる。

　平成７年の阪神大震災で、ボランティアとして活動した「菅原クリニック」（京都市）の菅原圭悟院長は「校庭で笑顔で遊ぶ子供たちとか、子供は被災地でも元気だというのは幻想だ」と訴える。

　阪神大震災では大人や子供を問わず、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）の被災者が多く現れ、「ＰＴＳＤ元年」とも呼ばれた。

　ＰＴＳＤは急性ストレス障害後に発展することがあり、ふとしたきっかけで恐怖体験がよみがえり、不安感に襲われたり、不眠、物忘れなどの症状が表れる。菅原院長は「児童は身体症状に不安が隠れてしまう。でも児童を診ることのできる精神科医がどれだけ現地にいるか」と危惧する。

　阪神大震災後は「心のケア」が叫ばれ、恐怖体験を聞き出す、吐き出すということが効果的だとされる。しかし、菅原院長は「ＰＴＳＤの人は想起することを嫌うし、悪化する恐れがある」と指摘した上で、「子供に対しても見守りつつ、要望があれば支援してあげるのがいい」と提言している。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110320/dst11032022120102-n1.htm
【東日本大震災　今何ができる】
・（６）乳幼児対策（3月23日）
■元気に見えても大きなストレス　しっかり抱きしめ安心を
　警察庁によると、東日本大震災による避難者は２１日午後１１時現在、約３２万人。その中には、生後間もない乳児や小学校入学前の幼児もいる。物資もスペースも少なく、肉親を失ったり家を失ったりして傷付いた人が集まる避難所での生活は過酷だ。一見元気に見える乳幼児も大きなストレスを抱えている。周囲の協力や、ちょっとした工夫で負担が軽減できるかもしれない。（村島有紀）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

赤ちゃん返り

　「親が不安になると子供も不安になる。緊張状態が続いているかもしれないが、しっかりと抱きしめ、仙骨（せんこつ）（背骨の付け根）をマッサージするなどして子供を安心させてあげて」とアドバイスするのは、防災コーディネーター、あんどうりすさん。

　あんどうさんは阪神大震災での被災とアウトドア経験を生かし、乳幼児やその親子を対象にした防災対策などをアドバイスしている。

　あんどうさんによると、子供は自分でストレスを表現できず、これまでできていたことができなくなるなど、“赤ちゃん返り”することもある。そんなときには叱るのではなく、背中からお尻にかけてなでてやったり、話を聞いてやったりすると落ち着くという。

　身体面では、環境の変化で風邪などをひきやすい。十分な水分が取れなくなると脱水症状になる恐れもあり、早めの対策が必要だ。「乳幼児の体調はすぐに変わる。一方で、災害時の移動は通常の何倍もかかる」。体調が悪くなりそうになったら声を上げて周囲に助けを求める。受診に結びつけられると、風邪から肺炎に悪化することを防ぐことなどができる。

母乳育児の場合、被災後に「母乳がでなくなった」と感じることがある。乳児が不安からおっぱいを吸い続けていることもあるので、乳児の体重が減ることなどがなければ、きちんと母乳を飲んでいるので安心していい。
“理想”の避難所

　東京都の「子どもを守る災害対策検討会」がまとめた新潟県中越地震（平成１６年）の「災害体験談」によると、避難所では「周囲の人に助けられた」という声とともに、「（５歳と２歳の）子供がぐずり、気を使った」などの声も寄せられた。

　避難所では乳児の安全を確保するベビーベッドや囲いもないため、保護者は常時緊張を強いられる。そのため、授乳スペースや幼児の遊び場の確保など、年代別・行動別に応じた工夫があるといい。

　もし避難所の部屋割りに余裕があれば、中越地震を経験した“ママ”らによる多世代交流館「になニーナ」（ｗｗｗ．ｎｉｎａｎｉ－ｎａ．ｃｏｍ）が提案する“理想”の避難所が参考になる。ホームページ上に公表している冊子「あんしんの種」では、気兼ねなく授乳ができる０～１歳児用の部屋▽２～３歳児用の遊び場▽体調の悪い人▽喫煙所－など年代や行動別にスペースを区分し、避難所生活を少しでも快適に過ごす工夫が凝らされている。

　あんどうさんは「『おんぶひもがないとおんぶできない』ではなく、シーツを代用するとか、あるものを使う工夫で少しでも負担を軽くしてほしい」とアドバイスしている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

【災害時の乳児の反応】

・ぐずぐず言う。

・ミルクを飲まない。

・あやしても笑わない。

・チックのような症状が出る。

【災害時の幼児の反応】

・１人になること、暗い所を怖がる。

・物音や揺れに敏感に反応する。

・感情が激しくなる。

・夜にあまり寝なくなる。夜泣きをする。夜中に突然叫んで起き出す

・トイレで排泄（はいせつ）できていた子供がおむつに戻ったり、おねしょをしたりする。

・母親の後を追ったり、人見知りをしたりする。

・災害のことを話したり、災害をイメージした「ごっこ遊び」をしたりする。

　（東京都「妊産婦・乳幼児を守る災害対策ガイドライン」より）

http://sankei.jp.msn.com/life/news/110323/trd11032307410002-n1.htm
・（７）被災者の心のケア　時間とともに回復（3月24日）
■無理に感情抑えない　頑張りすぎない
　東日本大震災で家屋を失うなどして、多くの人が避難所生活を余儀なくされている。慣れない避難所生活で体調を崩す人が相次いでいるが、大災害に遭った後は体と同じように心も大きく傷つく。「イライラする」「涙が止まらない」など“心の変化”は誰にでもあることで、ほとんどは時間とともに回復する。無理に感情を抑えたり、頑張りすぎたりしない。もし、症状が改善されないときは専門家に相談することも大切だ。（平沢裕子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

　◆気持ちをつづる
　「心のケア」の必要性は多くの人が認識している。しかし、「何をしたらいいのか分からない」という人は少なくない。

　近畿医療福祉大社会福祉学部の勝田吉彰教授（臨床福祉心理学）は「不安そうな人や黙り込んでしまっている人を見かけたら、そばにいてあげてほしい。このとき、何か話さないといけないと思っている人は多いが、黙ってそばにいてあげるだけでもケアになる。手を取り合ったり、肩に手を置いたりして体に触れることで、お互いの気持ちが和らぐことにもなる」と話す。

被災者の中には、自分が助かったことに罪の意識を持つ人も多い。身近な人や多くの人の命を助けられなかったことを自分の責任と考え、「なぜ助けられなかったのか」「自分だけが生き残ってしまった」という罪悪感にとらわれてしまう。
　「事故や自然災害などで、助かった人が亡くなった人などへの罪悪感を覚えるのは自然な感情。でも、客観的に見れば悪くないことを知ってほしい。もし落ち込んでいる人がいたら、話を聞いてあげるなどサポートしてあげてほしい」と勝田教授。

　悲しみや怒りを表現することができれば、苦しみは少しずつ癒やされていくことが知られている。平気なように装い明るく見せることは、逆に心の回復を遅らせてしまう可能性もある。つらいときは気持ちを打ち明けることも大切だ。話ができる相手がいないときは、自分の気持ちを文章につづってみることも役に立つ。
　◆一緒にいる時間を
　乳幼児や小学生といった子供では、心の変化が大人と違った形で表れることがある。よく見られるストレス反応として、寝付きが悪くなる▽わがままを言う▽大人びた態度を取ったり他人の世話をやきたがる－などがある。ほとんどは時間とともに回復するため心配はいらないが、症状が長引いて気になるときは相談窓口や巡回の人に相談してみるといい。日常生活では家族が一緒にいる時間を増やしたり、子供が話すことをきちんと聞いたりする。食事や睡眠などの生活リズムも崩さないようにすることを心掛けたい。
　一方、高齢者はどうしても我慢しすぎる傾向にある。眠れない日が続くときは医師に相談し、睡眠薬を服用するのも体を休めるためには必要だ。

　勝田教授は「時間が経過することで多くの人の症状は落ち着いてくる。ただ、気になる症状が１カ月以上続くようなら専門家に相談してほしい」と話している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

震災後の心と体の変化

　【被災した人なら誰もが感じること】
（１）地震が怖くてたまらない。

（２）大切なものを失った悲しみ、寂しさ。

（３）自分をとても無力なものに感じる。

（４）どうして自分がこういうひどい目に遭わなくてはならないのかという怒り。

（５）肉親や身近な人を助けられなかったことで、悔やんだり自分を責めたりする。

（６）将来に希望が持てず、不安になる。

（７）何事にも無関心、無感動になってしまうときがある。

　
【体に起こりやすい変化】
（１）疲れがとれない。

（２）眠れない、悪夢を見る、朝早く目覚める。

（３）物覚えが悪くなったり、集中できない。イライラする。

（４）吐き気、食欲不振、胃痛。

（５）下痢、便秘。

（６）動悸（どうき）、発汗、手足の冷え。

（７）その他（関節痛、腰痛、頭痛、めまい、性格の変化など）

（宮城県精神保健福祉センターのＨＰから）
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